
（３）県内に本店のある法人の資本金に関する調
（単位：件）

区　分

資本金別

(注）

3 　「資本金別」は，最終事業年度の末日現在における資本金の額による。

5 　「県内分割法人」については，本県に主たる事務所等を有する法人についてのみ記載した。
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　事業年度が年２回の法人については，上期，下期のいずれかに利益があれば利益法人とし，上期，下期ともに欠損の場合に欠損法人と
した。なお，不申告法人か否かについても，上期，下期のいずれかに申告があれば不申告法人とせず，上期，下期とも不申告の場合に不
申告法人とした。また，不申告法人について決定があったときは，不申告法人の欄に記載していない。

　「休業中の法人」は，法人は存在するが事業は休止中のものを，「清算中の法人」は，解散はしたが清算結了までに至っていない清算予
納中のもの及び清算結了したものを記載した。その判定は，年度末現在により行った。
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　この調は，普通法人（収入金額を除く。）について，現事業年度分の当年度における最終処理の段階で作成したものであり，中間申告に
ついては考慮していない。
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